
令
和
二
年
政
令
第
五
十
五
号

法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令

内
閣
は
、
法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
遺
言
書
の
保
管
の
申
請
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
一
条
　
法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金
額

一
　
遺
言
書
の
保
管
の
申
請
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
三
千
九
百
円

二
　
遺
言
書
の
閲
覧
を
請
求
す
る
者

一
回
に
つ
き
千
七
百
円

三
　
遺
言
書
情
報
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

一
通
に
つ
き
千
四
百
円

四
　
遺
言
書
保
管
事
実
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

一
通
に
つ
き
八
百
円

（
遺
言
書
保
管
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
の
閲
覧
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
条
　
法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
七
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
五
項
、
第
九
条
第
五
項
及
び
第
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
（
第
二
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金
額

一
　
遺
言
書
保
管
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
請
求
す
る
者

一
回
に
つ
き
千
四
百
円

二
　
申
請
書
等
（
令
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
等
を
い
う
。
こ
の
項
の
下
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
撤
回
書
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
撤
回
書
等
を
い
う
。
同

欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
請
求
す
る
者

一
の
申
請
に
関
す
る
申
請
書
等
又
は
一
の
撤
回
に
関
す

る
撤
回
書
等
に
つ
き
千
七
百
円

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
七
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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